
2026年度

ＭＯＬグループ団体総合生活補償保険のご案内
（団体総合生活補償保険（MS ＆ AD 型）・（標準型）、所得補償保険）

ー 株式会社　商船三井 ー

この機会にぜひ、ご加入ください！

万一のケガや病気の補償に加えて、
お好みに応じたオプションがお選びいただけます。 ＭＯＬ

グループ総合補償制度だから

32％割引（注）

（注） 前年度ご加入いただいた被保険者の
人数等に従って割引率が適用されます。

＜自動継続の取扱いについて＞
●前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集
においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
（年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となります
のでご了承ください。）
●新規・ご加入内容変更または継続されない方のみ加入申込票をご提出ください。

自動継続方式

申込締切日 ４月６日（月）

加入申込票提出先 商船三井興産株式会社 保険事業部

保 険 期 間 2026年６月１日午後４時から2027年６月１日午後４時
保険料払込方法 ８月給与より給与天引き（月払）

（団体割引 20％、損害率による割引 15％）



保
険
商
品
の
構
成

病
気
の
保
険

終
身
保
険
へ
の

移
行
に
つ
い
て

ケ
ガ
の
保
険

所
得
の
保
険

Ｑ
＆
Ａ

注
意
事
項

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
一
部

電
子
化
に
つ
い
て

記
入
例

ご
契
約
者
さ
ま

専
用
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内

1 2

＜ご加入例＞

補償対象地域 詳細ページ国内 国外
基本
補償 所得補償保険金 病気やケガで働けなくなったとき ○ ○ 所得補償保険金額　７万円、10万円、15万円、20万円、25万円、30万円　から選べます。 13 ページ

所得の保険

（26才男性の場合）

セット名 月払保険料
病気の保険 ＳＢ 550 円
ケガの保険 Ｆ１口 840 円

補償充実オプション Ｖ（日常生活賠償・受託物賠償）
Ｗ（携行品）

130 円
220 円

所得の保険 Ｈ 497 円
先進医療・拡大治験・

患者申出療養オプション Ｔ 70 円

合　　　　計 2,307 円

20代働きざかりの
の方には

（36才男性と34才配偶者さまの場合）

セット名 月払保険料

病気の保険 ＳＢ＜本人＞　　
ＪＢ＜配偶者さま＞

820 円
1,020 円

ケガの保険 Ｆ１口＜本人＞　　
Ｆ１口＜配偶者さま＞

840 円
840 円

補償充実オプション
Ｖ（日常生活賠償・受託物賠償）
Ｘ（ホールインワン）＜本人＞
Ｗ（携行品）＜本人＞
Ｗ（携行品）＜配偶者さま＞

130 円
440 円
220 円
220 円

所得の保険 Ｉ 910 円
先進医療・拡大治験・

患者申出療養オプション Ｔ＜本人＞ 70 円

合　　　　計 5,510 円（２人分）

30代結婚等で
ライフスタイルが変わる の方には

（46才男性と44才配偶者さま・14才と10才のお子さま・70才の親御さまの場合）

セット名 月払保険料
病気の保険 ＳＢ＜本人＞　　

ＪＢ＜配偶者さま＞
1,190 円
1,100 円

病気補償オプション Ｒ（親介護）
Ｏ（がん診断一時金）＜本人＞

1,030 円
380 円

ケガの保険 Ｇ１口（家族型） 2,940 円

補償充実オプション
Ｖ1（日常生活賠償・受託物賠償）
Ｘ1（ホールインワン）＜本人＞
Ｗ1（携行品）

130 円
440 円
340 円

所得の保険 Ｊ 2,085 円
先進医療・拡大治験・

患者申出療養オプション Ｔ＜本人＞ 70 円

合　　　　計 9,705 円（５人分）

守りたい
家族がいる40代の方には

（56才男性と54才配偶者さま・80才の親御さまの場合）

セット名 月払保険料

病気の保険 ＳＢ＜本人＞　　
ＪＢ＜配偶者さま＞

2,480 円
1,810 円

病気補償オプション
Ｒ（親介護）
Ｏ（がん診断一時金）＜本人＞　
Ｏ（がん診断一時金）＜配偶者さま＞

5,910 円
750 円
470 円

ケガの保険 Ｆ１口＜本人＞　　
Ｆ１口＜配偶者さま＞

840 円
840 円

補償充実オプション Ｖ（日常生活賠償・受託物賠償）
Ｘ（ホールインワン）＜本人＞

130 円
440 円

先進医療・拡大治験・
患者申出療養オプション Ｔ＜本人＞ 70 円

合　　　　計 13,740円（３人分）

まだまだ現役の50代の方には

※ 1　がん診断一時金とは「がん診断保険金補償（待機期間不設定型）特約」を指します。　※ 2　抗がん剤治療の種類によって、お支払額は異なります。詳細は  電子パンフレット「■病気の保険お支払いについて」をご覧ください。　※ 3　「要介護状態」の詳細は電子パンフレット「※印の用語のご説明」をご覧ください。

補償対象地域
詳細ページ国内 国外

基　

本　

補　

償

入　院 病気で入院したとき ○ ○ 疾病入院保険金　1 日につき　10,000 円、5,000 円、3,000 円 から選べます。 ５ページ

通　院 病気で通院したとき ○ ○ 疾病通院保険金　1 日につき　5,000 円、2,500 円、1,500 円 から選べます。 ５ページ

手　術 病気で手術をしたとき ○ ○ 入院中に受けた手術は疾病入院保険金日額の 20 倍の額
入院中以外の手術は疾病入院保険金日額の５倍の額

５ページ

放射線治療 病気で放射線治療を受けたとき ○ ○ 疾病入院保険金日額の 10 倍の額 ５ページ

オ
プ
シ
ョ
ン

先進医療・拡大治験・
患者申出療養 病気やケガにより国内で先進医療等を受けたとき ○ × 先進医療・拡大治験・患者申出療養　1,000 万円まで ６ページ

がん診断一時金 がんと診断確定されたとき ○ ○ がん診断一時金　50 万円、100万円 から選べます。 ６ページ

抗がん剤治療 がん治療を目的とする抗がん剤治療を開始された
とき ○ ○ 抗がん剤治療※2　５万円または 10 万円（月ごと） ６ページ

親介護一時金
親御さま（特約被保険者）が要介護状態※3 となり
その要介護状態が 30 日を超えて継続した場合に保
険金をお支払いします。

○ ○ 親介護一時金　100 万円 ７～８ページ

親の介護による
休業補償

要介護状態（要介護２以上の状態）※3 である親御
さま（介護対象者）を介護するため子（被保険者）
が所定の休業を取得した場合

○ ○ 親の介護による休業補償　７万円、10万円、15万円、20万円、25万円、30万円（月額）から選べます。 ７～８ページ

終身保障への移行について 医療保険Ａセレクトupのご案内 ９～ 10 ページ

※1

※2

ＭＯＬグループ団体総合生活補償保険の ご案内 （団体総合生活補償保険・所得補償保険）
団体総合生活補償保険（MS ＆ AD 型）　病気の保険
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一般型

地震もしくは噴火またはこれらを
原因とする津波によるケガ（傷害
死亡・傷害後遺障害、傷害入院、
傷害手術、傷害通院）を補償しま
す。

❖天災危険補償特約
日射または熱射による身体の障害
の場合も（傷害死亡・傷害後遺障
害、傷害入院、傷害手術、傷害通
院）補償します。

❖熱中症危険補償特約
以下の特約が自動でセットされています。

一般型

偶然な事故でのさまざまな ケ ガ による
入院、手術、通院、死亡・後遺障害を補償します。

（交通事故によるケガも含まれます。）
入院１日からでも通院１日でも
お支払いの対象となります。
国内外を問わず補償します。

（オプションの一部を除きます。）

示談交渉サービスについて
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交
渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで
損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがあり
ますのでご注意ください。

＜示談交渉サービス＞
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出により、引受保険会社
は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの
解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがありま
す。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金をお支払いする場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受
保険会社へ直接請求することもできます。

＜示談交渉を行うことができない主な場合＞
次の場合には、引受保険会社は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合
でも、円満な解決に向けたご相談に応じます。
○ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らか
に超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

補償対象地域
詳細ページ

国内 国外

基
本
補
償

死亡・後遺障害 ケガで死亡または後遺障害がのこったとき ○ ○ 傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金　最高　200万円（１口あたり） 11 ページ

入　院 ケガで入院したとき ○ ○ 傷害入院保険金　1 日につき　3,000 円（１口あたり） 11 ページ

通　院 ケガで通院したとき ○ ○ 傷害通院保険金　1 日につき　2,000 円（１口あたり） 11 ページ

手　術 ケガで手術したとき ○ ○ 入院中に受けた手術は傷害入院保険金日額の 10 倍の額
入院中以外の手術は傷害入院保険金日額の５倍の額

11 ページ

オ
プ
シ
ョ
ン

日常生活賠償 他人にケガをさせたり、他人の物を壊すなどして
法律上の賠償責任を問われたとき ○ ○（※）

日常生活賠償保険金　3 億円まで
（※） 誤って線路に立ち入ってしまったこと等により電車等を運行不能にした場合は除きます。詳細は

電子パンフレット「■ケガの保険お支払いについて」をご覧ください。
12 ページ

受託物賠償 レンタルした財物を過って壊したときなど ○ ○ 受託物賠償責任保険金　30 万円まで（免責金額 5,000 円） 12 ページ

携行品補償 外出先で携行品を破損したり、盗まれたときなど ○ ○ 携行品損害保険金　50 万円まで（免責金額 3,000 円）
注： 携行品損害保険金の損害額は、１個、１組または、１対のものについて 10 万円が限度となります。

12 ページ

ホールインワン・
アルバトロス費用

日本国内でホールインワンまたはアルバトロスを
達成したとき（祝賀会用等の費用） ○ ×

ホールインワン・アルバトロス費用保険金　50 万円まで
注： 原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロスはお支払いの対象に

はなりません。詳細は電子パンフレット「■ケガの保険お支払いについて」をご覧ください。
12 ページ

住宅内生活用動産 火災などにより家財に損害を被ったとき（国内の
み補償） ○ × 住宅内生活用動産保険金　500 万円まで（免責金額 3,000 円） 12 ページ

救援者費用等 ハイキング中に遭難し、捜索救助の費用や交通費
等を負担したときなど ○ ○ 救援者費用等保険金　200 万円まで 12 ページ

キャンセル費用 親の入院により旅行のキャンセル料がかかった場
合など ○ ○ キャンセル費用保険金　50 万円まで

（免責金額 1回の事故につき 1,000 円またはキャンセル費用の 20％に相当する額のうち、いずれか高い額）
12 ページ

※日常生活賠償オプションをつければ、示談交渉の際も安心です！

※

団体総合生活補償保険（標準型）　ケガの保険

●天災危険補償特
約

●熱中症危険補償
特約

がセットされてい
ます
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被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲
●株式会社商船三井ならびに子会社・関連会社の役員・従業員およびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居し

ている親族ならびに家事使用人をいいます。）です。
（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。

● 保険期間の開始時点および更新日時点で生後 15 日以上満 74 才以下の方かつ、健康に関する告知の結果、ご加入できると判定された
方になります。
◆過去の健康に関する告知により補償対象外の病気・症状がある方◆
　 現在の症状を「健康状況告知書質問事項回答書」に回答いただければ、改めて継続いただける場合があります。詳細は本パンフレッ

ト「特定の疾病・病状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ」をご覧ください。
※保険期間の中途で被保険者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合は、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

被保険者の満年令（2026 年６月１日時点）
①三大疾病重視型 ②女性特定疾病重視型 ③基本型

月

払

保

険

料

セット名 ＳＡ ＳＢ ＳＣ ＪＡ ＪＢ ＪＣ Ａ Ｂ Ｃ
生後 15 日～４才 1,080円 550円 330円 1,170円 590円 350円 970円 480円 290円

５～９才 820円 400円 250円 880円 430円 260円 730円 360円 220円
10 ～ 14 才 390円 200円 120円 430円 220円 130円 350円 180円 110円
15 ～ 19 才 420円 220円 130円 500円 250円 150円 390円 200円 120円
20 ～ 24 才 700円 350円 220円 870円 440円 270円 670円 330円 200円
25 ～ 29 才 1,090円 550円 330円 1,440円 720円 430円 1,010円 510円 300円
30 ～ 34 才 1,530円 760円 450円 2,050円 1,020円 620円 1,370円 680円 410円
35 ～ 39 才 1,660円 820円 500円 2,180円 1,080円 660円 1,430円 710円 430円
40 ～ 44 才 1,780円 890円 530円 2,210円 1,100円 660円 1,460円 730円 440円
45 ～ 49 才 2,370円 1,190円 710円 2,710円 1,360円 810円 1,860円 930円 560円
50 ～ 54 才 3,410円 1,710円 1,030円 3,630円 1,810円 1,090円 2,560円 1,280円 770円
55 ～ 59 才 4,960円 2,480円 1,490円 5,070円 2,530円 1,520円 3,600円 1,810円 1,080円
60 ～ 64 才 7,370円 3,690円 2,210円 7,460円 3,730円 2,230円 5,310円 2,660円 1,590円
65 ～ 69 才 11,400円 5,700円 3,420円 11,430円 5,710円 3,430円 8,210円 4,110円 2,460円
70 ～ 74 才 17,070円 8,540円 5,120円 16,950円 8,480円 5,090円 12,240円 6,120円 3,670円

●�保険料は５才ごとの年令区分別となり、年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料とな
りますので、ご了承ください。

団体総合生活補償保険（MS&AD型）

病気の保険　－個人タイプ－
基本補償（病気）

保険金額 月払保険料

入院
病気で入院したとき
１回の入院につき 180 日まで

１日につき
10,000円

１日につき
5,000円

１日につき
3,000円

下記参照

通院
病気で通院したとき
退院後の通院につき 30日まで

１日につき
5,000円

１日につき
2,500円

１日につき
1,500円

手術
病気で手術をしたとき 入院中に受けた手術は疾病入院保険金日額の

20 倍の額、入院中以外の手術は疾病入院保
険金日額の５倍の額

放射線治療 病気で放射線治療を受けたとき 疾病入院保険金日額の 10倍の額

セット名

①三大疾病重視型
三大疾病（がん（悪性新生物）、
急性心筋梗塞、脳卒中）の治療
を目的とする場合、上記金額の 2
倍の額をお支払いします。

ＳＡ ＳＢ ＳＣ

②女性特定疾病重視型
女性特定疾病の治療を目的とする
場合、上記金額の 2 倍の額をお
支払いします。

ＪＡ ＪＢ ＪＣ

③基本型 病気による入院・通院・手術等の
補償をセットしたタイプです。 Ａ Ｂ Ｃ

※�三大疾病重視型（SA、SB、SC）では、三大疾病（がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中）の治療を目的とする場合、基本部分
の保険金額の 2倍の額をお支払いします。
※�女性特定疾病重視型（JA、JB、JC）では、女性特定疾病の治療を目的とする場合、基本部分の保険金額の 2倍の額をお支払いします。
女性特定疾病については、電子パンフレットの「※印の用語のご説明」をご参照ください。
●疾病手術保険金等支払倍率変更特約をセットしていますので、疾病手術保険金について、入院中に受けた手術の場合のお支払額を、［疾
病入院保険金日額］×20に変更しています。
●�前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割引率が適用されます。
●�入院に至らない通院、入院前の通院については保険金のお支払い対象外となります。

病気の保険　－個人タイプ－　オプション①②③
団体総合生活補償保険（MS&AD型）

オプション

②

保険金額 セット名 月払保険料

がん診断一時金※ がんと診断確定されたとき
50万円 Ｏ

下記参照
100万円 Ｐ

※がん診断一時金とは「がん診断保険金補償（待機期間不設定型）特約」を指します。

③

保険金額 セット名 月払保険料

抗がん剤治療
がん（＊）治療を目的とする抗がん剤治療
を開始されたとき
（＊）�抗がん剤治療においては上皮内新生

物を含みません。
５万円 Ｎ 下記参照

①

保険金額 セット名 月払保険料

先進医療・拡大治験・
患者申出療養

病気やケガにより国内で先進医療・拡大
治験・患者申出療養を受けたとき 1,000万円 Ｔ 70円

先進医療・拡大治験・患者申出療養とは？
「先進医療」「拡大治験」「患者申出療養」で発生する高額な治療費やこれらを受けるためにかかる医療機関までの交通費、
宿泊費（1泊 1万円限度）も補償します。
※詳細は電子パンフレット「■病気の保険お支払いについて」をご覧ください。

■「がん」の治療法
がんの主な治療法には、
手術療法・放射線療法・
化学療法
の「３大療法」があり
ます。

診
断

治 療
手術療法

がんや周辺組織を
切除する治療法

放射線療法 化学療法
放射線を使ってがん細胞
を死滅させる治療法

薬物（抗がん剤※など）を
使ってがんを治療する
方法
※ホルモン剤を含みます。

経過観察
再発予防

かつては「手術」
が中心でしたが、
手術後に再発予防
として抗がん剤治
療を行う等、２つ
以上の治療法を組
み合わせて行う治
療法が一般的と
なっています。

疾病補償特約で補償 抗がん剤治療特約で補償

疾病手術保険金 疾病放射線治療保険金 抗がん剤治療保険金

被保険者の満年令（2026 年６月１日時点）
がん診断一時金

月

払

保

険

料

セット名 Ｏ Ｐ
生後 15 日～４才 10円 20円

５～９才 10円 20円
10 ～ 14 才 10円 20円
15 ～ 19 才 10円 20円
20 ～ 24 才 20円 30円
25 ～ 29 才 50円 100円
30 ～ 34 才 100円 200円
35 ～ 39 才 160円 320円
40 ～ 44 才 250円 510円
45 ～ 49 才 380円 760円
50 ～ 54 才 470円 940円
55 ～ 59 才 750円 1,500円
60 ～ 64 才 1,460円 2,930円
65 ～ 69 才 1,960円 3,930円
70 ～ 74 才 2,520円 5,040円

◦�前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用さ
れます。

◦�保険料は５才ごとの年令区分別となり、年令の進行により保険料
表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料と
なりますので、ご了承ください。

がんになったときの急な出費や高額な治療
費に備えるための保険です。

POINT

被保険者の満年令（2026 年６月１日時点）
抗がん剤治療

月

払

保

険

料

セット名 Ｎ
男 女

生後 15 日～４才 50円 170円
５～９才 50円 170円

10 ～ 14 才 50円 170円
15 ～ 19 才 50円 170円
20 ～ 24 才 50円 170円
25 ～ 29 才 50円 340円
30 ～ 34 才 50円 540円
35 ～ 39 才 100円 540円
40 ～ 44 才 150円 1,320円
45 ～ 49 才 150円 2,270円
50 ～ 54 才 500円 2,860円
55 ～ 59 才 890円 2,860円
60 ～ 64 才 1,550円 2,650円
65 ～ 69 才 2,360円 2,650円
70 ～ 74 才 3,490円 2,440円
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被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲
●株式会社商船三井ならびに子会社・関連会社の役員・従業員およびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居し

ている親族ならびに家事使用人をいいます。）です。ただし、「親の介護による休業補償（Ｋ 1 ～Ｋ 6 セット）については、株式会社
商船三井およびそのグループ会社の従業員に限ります。
（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
※保険期間の中途で被保険者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合は、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

● 特約被保険者・介護対象者（親御さま）となれる方は、上記被保険者の親御さま（姻族を含む 2 名まで）で、保険期間の開始時点お
よび更新時点で満 20 才以上満 84 才以下の方かつ、健康に関する告知の結果、ご加入できると判定された方になります。

親御さま（特約被保険者）の満年令
（2026 年６月１日時点）

親介護一時金

月

払

保

険

料

セット名 Ｒ

20～39才 10円
40～44才 10円
45～49才 20円
50～54才 40円
55～59才 80円
60～64才 190円
65～69才 450円
70～74才 1,030円
75～79才 2,280円
80～84才 5,910円

親御さま（介護対象者）の満年令（2026 年６月１日時点）

親の介護による休業補償

月

払

保

険

料

セット名 Ｋ１
（７万円）

Ｋ２
（10万円）

Ｋ３
（15万円）

Ｋ４
（20万円）

Ｋ５
（25万円）

Ｋ６
（30万円）

20～39才 10円 10円 10円 10円 20円 20円
40～44才 10円 10円 10円 10円 20円 20円
45～49才 10円 10円 20円 30円 40円 40円
50～54才 20円 30円 50円 60円 80円 100円
55～59才 50円 70円 110円 150円 190円 220円
60～64才 120円 170円 260円 340円 430円 510円
65～69才 280円 400円 600円 800円 1,000円 1,210円
70～74才 640円 910円 1,370円 1,820円 2,280円 2,730円
75～79才 1,420円 2,030円 3,050円 4,070円 5,080円 6,100円
80～84才 3,690円 5,280円 7,910円 10,550円 13,190円 15,830円

◦前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割引率が適用されます。
◦保険料は５才ごとの年令区分別となり、年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますので、ご了承ください。

病気の保険　オプション④⑤　仕事と介護を両立させるために

団体総合生活補償保険（MS&AD型）

親の介護による休業補償親介護一時金

親介護補償オプション［親介護補償］

⑤

（＊）�要介護状態である親（介護対象者）を介護するため、子（被保険者）が、勤務先の就業規則に基づく介護休業を取得した際に
減少する所得の一部を補償することを目的とした特約です。ご加入にあたっては、ご自身に適用される就業規則等の規程を必
ず確認ください。定期所得（賞与を除きます）の平均月間所得額以下の範囲となるようプランを選択ください。

保険金額（月額） セット名 月払保険料

親の介護による
休業補償（＊）

要介護状態※である親御さま（介護対象
者）を介護するため子（被保険者）が所
定の休業を取得した場合
（免責期間：０日、てん補期間：12か月）
※�「要介護状態」とは、公的介護保険制
度に基づく要介護２以上の効力が生じ
た等の状態をいいます。詳細は電子パ
ンフレット「※印の用語のご説明」を
ご覧ください。

７万円 Ｋ１

下記参照

10万円 Ｋ２
15万円 Ｋ３
20万円 Ｋ４
25万円 Ｋ５
30万円 Ｋ６

④

（＊）�介護のため一時的に必要となる費用（介護用品・住宅リフォーム費用等）に充当することを目的とした特約です。

保険金額 セット名 月払保険料

親介護一時金（＊）

親御さま（特約被保険者）が要介護状態※
となりその要介護状態が30日を超えて継
続した場合に保険金をお支払いします。
※�「要介護状態」とは、公的介護保険制
度に基づく要介護２以上の効力が生じ
た等の状態をいいます。詳細は電子パ
ンフレット「※印の用語のご説明」を
ご覧ください。

100万円 Ｒ 下記参照

超高齢社会到来 !!

ご両親の介護は、他人事ではありません！
要介護（要支援）の認定者数は年々増え続け、
2016 年度からの６年間で約 1.1 倍に。

（出典 : 厚生労働省　令和 4 年度介護保険事業状況報告（年報））

脳卒中や転倒・骨折等をきっかけに要介護状態になる高齢者
もあり、「親の介護は突然やってくる」といえます。親の介
護が必要となったときに「介護を理由に仕事を辞めない」た
めには、あらかじめ経済的な備えをしておくことが重要です。

親の介護が必要になったら…あなたは「その日」に備えていますか？
＜要介護（要支援）状態区分別認定者数の推移＞

このような場合に役立ちます！

親介護一時金

このような場合に役立ちます！

現状の公的介護保険制度では足りないケースも想定されます。実際の事例を紹介します。
所定の要介護状態となり、自宅で介護するためトイレの改修、玄関・階段の手すりつけ、浴室の改修を行った場合

改修工事を行う場合の自己負担額の例

公的介護保険給付
180,000 円

（200,000 円×９割）
支給限度額超過分 500,000 円

自己負担１割分 20,000 円住宅改修費の支給限度額
200,000 円

改修工事 総額 700,000 円

自己負担総額
520,000円

トイレの改修 排泄に介助が必要となったので、入口の引き戸への変更、手すりの取り付
け、和式便器から洋式便器への交換をしました。 300,000 円

玄関・階段の手すり 歩行に介助が必要となったので、玄関と階段に手すりをつけました。 100,000 円

浴室の改修 入浴に全面的な介助が必要となったので、段差の解消、入り口の引き戸へ
の変更、手すりの取り付けをおこないました。 300,000 円

手すりの取り付けや段差の解消等、小規模な住宅改修に要する費用が給付されます。利用者がいったん全額を
事業者に支払った後、限度額範囲内でかかった費用の９割（または８割もしくは７割）が公的介護保険から給
付されます。残り１割（または２割もしくは３割）と限度額をこえた費用が自己負担になります。住宅改修費
は同一住宅につき 20 万円（給付は 18 万円または 16 万円もしくは 14 万円）までが限度額となります。

親の介護による休業補償 この収入の減少に備えるのが
「親の介護による休業補償」です。

収入が
減少

収入が
減少

所
得
の
推
移

有給
休暇
100％

雇用保険で給付されない

33％
育児・介護休業法に基づく介護休業

93日
雇用保険からの給付

約67％

就業規則に基づく
法定外介護休業期間
雇用保険からの給付

なし（　　　　　）

100％

50％

給付期間
満了

有給
消化介護

発生
復職

これで安心して
仕事と介護の両立が

できるね !

●親の介護による休業補償の免責日数は 0 日、てん補期間は 12 か月です。

親介護一時金額の全額を一時金として受け取れるため、介護に伴う出費に
自由に充てていただけます。

例えば…
◦初期費用の補填に
◦介護用品の購入やレンタル費用に
◦別居の親御さまの介護のための帰省費用になど



保
険
商
品
の
構
成

病
気
の
保
険

終
身
保
険
へ
の

移
行
に
つ
い
て

ケ
ガ
の
保
険

所
得
の
保
険

Ｑ
＆
Ａ

注
意
事
項

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
一
部

電
子
化
に
つ
い
て

記
入
例

ご
契
約
者
さ
ま

専
用
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内

9 10

終
身
保
障
へ
の
移
行
は
こ
ち
ら
！

詳細は、別途代理店（裏表紙）までご相談ください。
2025－Ｃ－0873（2026/01/06－ 2028/01/31）

ジョイフルライフプランの病気の補償は、90才以降の満期日で補償が終了します。
また、89才まで５才刻みで、保険料があがります。

「MOL グループ団体総合生活補償保険」（MOL 総合）の病気の保険は、75 才以降の
満期日で補償が終了します。また、74 才まで５才刻みで、保険料が上がります。

取扱代理店にお問合せください。パンフレット等の送付と詳しいご説明、さらに、ご要望に沿った
お見積を差し上げます。

Ｑ 「医療保険Ａセレクトup」のパンフレットを見て「移行」を検討したいのですが？

・移行可能年齢は 74 才までです!
・抗ガン剤治療保障

（抗ガン剤治療保障を付加できるのは「MOLグループ団体総合生活補償保険」で病気オプション（抗がん剤）〈Ｎ〉をセットしていた方に限ります。）

・通院保障とガン診断保障も付加できます!
（ガン診断保障を付加できるのは「MOLグループ団体総合生活補償保険」で病気オプション（Ｏ・Ｐ)をセットしていた方に限ります。）

注目
ポイント!

※移行前契約と移行後契約の補償（保障）は異なります。

62才で移行した場合
のイメージ図

※現行制度の満期日または、退職日の翌日に移行可能

移行制度 保険料は
一生涯定額！

現行制度の「病気の保険」から
簡易告知で終身保障の医療保険に移行！

55才 60才 65才 100才90才

終身保障の医療保険
（医療保険Aセレクトup） 一生涯保障！

80才

移行日の
年齢の保険料で
一生涯保障！

「MOLグループ団体総合生活補償保険」の病気の保険（SA・SB・SC・JA・JB・JC・A・B・C）
5年毎に保険料が上がります

55才

現行制度

60才 65才 70才

保険期間：1年更新（74才まで）

75才

▲補償終了

▲
現行制度の満期日 令和8.6.1

保
険
料

保
険
料

医療保険Ａセレクトupは「医療保険（無解約返戻金型）（25）無配当」の販売名称です。そこで、
ご提案！

「MOLグループ団体総合生活補償保険」の病気の保険を
一生涯の保障に移行できます!

※�医療保険Ａセレクトupのご検討に際しては、お問合せいただいた方に別途ご案内する「契約概要（移行制度専用）」「注意喚起情報（移行制度専用）」
「ご契約のしおり・約款」「ご契約のしおり・約款（移行制度専用）」を必ずご覧ください。

三井住友海上あいおい生命の終身保障の医療保険です。
保険料はご加入時のまま一生涯変わりません。　　

「医療保険Ａセレクトup」って何ですか？Ｑ
現在、「MOL グループ団体総合生活補償保険」の病気の保険に加入
している 75 才までの方が、 所定の条件  を満たす場合に、簡単な
告知で「医療保険 A セレクトup」にご加入いただける制度です。

「移行」って何ですか？Ｑ

現在の「MOL グループ団体総合生活補償保険」の補償から、三井住友海上あいおい生命の医療保険

『医療保険 A セレクトup』への移行！ 他の保険契約からの移行に関する
特約（特定損害保険契約用）付加

エース

ご
注
意

★�移行制度による移行の場合は、「MOLグループ団体総合生活補償保険」の病気の保険を解約、または補償（保障）を下げていただく必要がござい
ます。
★�医療保険Ａセレクトupの手術給付金は実費払いでなく定額（入院給付金日額の倍数※)となります。（※入院中に受けた手術：10倍（手術Ⅰ型）・
20倍（手術Ⅱ型）、外来で受けた手術：５倍）
★��団体の収支悪化等により、移行制度が変更・廃止となる可能性があります。
★�三井住友海上あいおい生命で既にご契約がある方等、ご契約内容によっては移行できない場合や特約が付加できない場合があります。
★�移行後契約は、2026年３月現在の商品を記載しています。今後変更となる場合がありますので、移行時に必ず移行後契約の商品内容をご確認ください。

主契約の手術給付金

手術Ⅰ型 または 手術Ⅱ型 から
選択

移行
次の特約が 2 年以上セットされていること
●疾病手術保険金等支払倍率変更特約
（対象セット＝病気の保険全プラン）

※移行前契約に上記特約が 2 年以上セットされていない場合、移行後契約の主契約の手術給付金の型は手術Ⅰ型となります。

移行前契約（現在のご契約）

●団体総合生活補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）注

（対象セット＝病気の保険全プラン）

移行後契約

●医療保険 A セレクトup移行

注 団体総合生活補償保険（MS&AD 型）に疾病補償特約がセットされていること

移行前契約に以下の特約が継続して 2 年以上セットされている場合、移行後契約の
医療保険 A セレクトupに三井住友海上あいおい生命所定の特約を付加することができます。
※移行前契約で加入している保障の範囲を拡大・増額することはできません。
※移行前契約のご契約内容によっては付加できない特約があります。

移行

次のいずれかの特約がセットされていること
●がん診断保険金補償（待機期間不設定型）特約
●三大疾病診断保険金補償（待機期間不設定型）特約
※�上皮内新生物支払割合が 100%に設定されている
場合に限ります。

（対象セット＝Ｏ・Ｐ）

●ガン診断給付特約
（無解約返戻金型）（25）

移行
● 保険証券に疾病保障特約の疾病通院保険金

の日額の記載がある。
（対象セット＝病気の保険全プラン）

●通院給付特約
（無解約返戻金型）（18）

移行● 抗がん剤治療特約
（対象セット＝Ｎ）

●抗ガン剤治療給付特約
（無解約返戻金型）（18）

移行● 女性特定疾病２倍支払特約
（対象セット＝ＪＡ・ＪＰ・ＪＣ）

●女性疾病給付特約
（無解約返戻金型）（25）

移行● 先進医療費用保険金補償特約
（対象セット＝Ｔ）

●先進医療特約
（無解約返戻金型）（注）

（注） 先進医療の医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。
 移行日時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先
進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。

□  医療保険Aセレクトupへの移行日時点で、「MOLグループ団体総合生活補償保険」（病気の保険）に継続して２年
以上加入していること。

□ 移行日は満期日（令和８年６月１日）または、退職日の翌日であること。
□ 過去2年以内に入院保険金または手術保険金の支払がないこと。
□  移行日の「MOLグループ団体総合生活補償保険」（病気の保険）の加入補償内容より補償（保障）内容が拡大・増額

しないこと。
□ 過去5年以内に、ガン＊により医師による手術または医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがないこと。

（簡易告知質問事項） ＊ガンには、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む。

所定の条件とは？ 今すぐ条件を
チェック！！

所定の条件を満たせば、

「MOL グループ団体総合生活補償保険」（MOL 総合）（団体総合生活
補償保険〈ＭＳ＆ AD 型〉）に病気の保険をセットしている方へ 終身保障をご要 望の皆さまにお応えするご提案です!!

引受保険会社：三井住友海上あいおい生命保険株式会社
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ケガの保険
団体総合生活補償保険（標準型）

オプション基本補償（ケガ）

傷害補償［天災危険補償特約・熱中症補償特約付］
詳細は電子パンフレット「■ケガの保険お支払いについて」、「※印の用語のご説明」をご覧ください。

✚補償充実オプション

（＊１）�日常生活賠償保険金、受託物賠償責任保険金の被保険者（補償の対象者）の範囲は下記（★）のとおりです。従って、Ｖセットのご
加入は一家族で１セットのみです。
（★）�被保険者の範囲は、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族、本人または配偶者と別居の未婚のお子さまとなります。

これらの方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力
者を監督する方を被保険者とします。
「本人」とは加入申込票記載の被保険者本人をいいます。

（＊２）�●原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。
●�ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険金をお支払いします。詳細は電子パンフレット「■ケガの保険お支払いについて」
をご参照ください。
①同伴競技者と同伴競技者以外の第三者がショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視している場合
②ビデオ映像等の達成証明資料により、その達成を客観的に証明できる場合

（＊３）�被保険者の住居内の本人または本人と生計を共にする親族が所有する生活用動産が対象となります。
例　①個人タイプご加入の方で家族全員同居 ➡ ご本人のみご加入ください。
②個人タイプご加入の方で単身赴任かつ子どもが就学に伴う下宿 ➡ 単身赴任者と下宿の子どもがそれぞれご加入ください。

家族型の場合は、被保険者となるご家族各々の住居内の生活用動産が対象となります。

保険金額

タイプ・セット・月払保険料

個人タイプ 家族タイプ

セット名 月払保険料 セット名 月払保険料

日常生活賠償（＊１）

他人にケガをさせたり、
他人の物を壊すなどして
法律上の賠償責任を負っ
たとき

３億円
Ｖ 130円 Ｖ１ 130円

受託物賠償（＊１） レンタルした財物を過っ
て壊したときなど

30万円
（免責金額 5,000 円）

携行品補償 外出先で携行品を破損し
たり、盗まれたときなど

50万円
（免責金額 3,000 円）
注：�携行品損害保険金の損
害額は、１個、１組ま
たは、１対のものにつ
いて 10 万円が限度と
なります。

Ｗ 220円 Ｗ１ 340円

ホールインワン・
アルバトロス費用（＊２）

日本国内でホールインワ
ンまたはアルバトロスを
達成したとき（祝賀会用
の費用など）

50万円 Ｘ 440円 Ｘ１
（本人のみ補償） 440円

住宅内生活用動産（＊３）

火災などにより家財に損
害を被ったときなど
◦�別に火災保険をご契約

されている場合、補償
が重複しないようご注
意ください。

500万円
（免責金額 3,000 円）

Ｙ 1,350円 Ｙ１ 1,470円

救援者費用等
ハイキング中に遭難し、
捜索救助の費用や交通費
等を負担したときなど

200万円

Ｚ 70円 Ｚ１ 280円
キャンセル費用

親の入院により旅行の
キャンセル料がかかった
場合など（国内外補償）

50万円
（免責金額　1回の事故につ
き 1,000 円またはキャンセ
ル費用の 20％に相当する額
のうち、いずれか高い額。）

被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方の範囲
●株式会社商船三井ならびに子会社・関連会社の役員・従業員およびその家族（配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居し

ている親族ならびに家事使用人をいいます。）です。
（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
※保険期間の中途で被保険者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合は、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

限度口数：５口－個人タイプ－　３名以内のご家族の方や独身の方におすすめ

◦傷害手術保険金は、入院中に受けた手術は傷害入院保険金日額の 10倍の額、入院中以外の手術は傷害入院保険金日額の５倍の額をお支払いします。
◦前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割引率が適用されます。

限度口数：５口－家族タイプ－　４名以上のご家族におすすめ

職種級別A（事務職、船員（漁船作業者を除く）、
家事従事者等）のご職業の方

Ｆ 840 円

職種級別B（漁業作業者、自動車運転者、建設
作業者等）のご職業の方は以下となります

FB 1,230 円

●�職種級別は加入申込票裏面の「職種コード一覧」を
ご覧ください。 保険金額 セット名 月払保険料（１口あたり）

死亡・後遺障害 ケガで死亡または後遺障害
がのこったとき 200万円

入院
ケガで入院したとき
１回のケガにつき 180 日まで

１日につき
3,000円

通院
ケガで通院したとき
１回のケガにつき 90日まで

１日につき
2,000円

●�職種級別は加入申込票裏面の「職種コード一覧」を
ご覧ください。

◦傷害手術保険金は、入院中に受けた手術は傷害入院保険金日額の 10倍の額、入院中以外の手術は傷害入院保険金日額の５倍の額をお支払いします。
◦前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割引率が適用されます。

職種級別A（事務職、船員（漁船作業者を除く）、家事従事
者等）のご職業の方（記名被保険者本人のご職業とします。）

G
家族全員で

2,940 円

職種級別B（漁業作業者、自動車運転者、建設
作業者等）のご職業の方は以下となります

GB
家族全員で

3,330 円

保険金額
（ご家族同額） セット名 月払保険料（１口あたり）

死亡・後遺障害 ケガで死亡または後遺障害
がのこったとき 200万円

入院
ケガで入院したとき
１回のケガにつき 180 日まで

１日につき
3,000円

通院
ケガで通院したとき
１回のケガにつき 90日まで

１日につき
2,000円

＜複数セットにご加入される場合のご注意＞
15 才未満の方が「個人タイプ」と「家族タイプ」の双方にご加入され
る場合は、傷害入院保険金日額は合計 15,000 円以内、傷害通院保険金
日額は合計 10,000 円以内となるような口数でお申込ください。

データでみる自転車事故のリスク

自転車による加害事故 9,521万円の賠償判決

（神戸地方裁判所　平成 25年７月４日判決）
　一般社団法人　日本損害保険協会　「知っていますか？自転車の事故」より

判決事例
男子小学生（11才）が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路におい
て歩行中の女性（62才）と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態
となった。

（注）�上記金額は判決分で加害者が支払いを命じられた金額です。裁判後の上訴等により加害者が実際に支払
う金額とは異なる可能性があります。

おすすめオプション「日常生活賠償」

被保険者（補償の対象者）本人（＊）となれる方および自動的に被保険者（補償の対象者）となる方の範囲
●被保険者（補償の対象者）本人となれる方の範囲は、株式会社商船三井ならびに子会社・関連会社の役員・従業員およびその配偶者、

子ども、両親、兄弟姉妹です。
（＊）加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
※保険期間の中途で記名被保険者のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合は、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

●記名被保険者本人と共に自動的に被保険者（補償の対象者）となる方は、下表のとおりです。

父 母 姉

本人 子供 配偶者

別居の未婚の子

＜家族構成の例＞

同居の親族

ご家族の範囲は   線で囲まれた方々です。
①被保険者本人
②配偶者（年令は問いません。）
③本人またはその配偶者と同居の親族・別居の未婚の子（年令は問いません。）

ご家族が被保険者です。
本　人 配偶者 その他親族※ ※　本人または配偶者と同居の親族

　　本人または配偶者と別居の未婚の子○ ○ ○
（注１）�上記の家族構成は保険金支払事由発生時のものをいいます。未婚とは婚姻歴がないことをいい

ます。
（注２）�親族とは、本人または配偶者の６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
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●株式会社商船三井ならびに子会社・
関連会社の役員・従業員ご本人

（＊） 加入申込票の被保険者ご本人欄
に記載の方をいいます。

●現在お働きになっている方で、保険
期間開始時点で満 20 才以上満 69
才以下の方かつ健康に関する告知の
結果、ご加入できると判定された方
◆過去の健康に関する告知により補

償対象外の病気・症状がある方◆
　現在の症状を「健康状況告知書質

問事項回答書」に回答いただけれ
ば、改めて継続いただける場合が
あります。詳細は本パンフレット

「特定の疾病・病状群について保
険金をお支払いしない条件でご加
入されているお客さまへ」をご覧
ください。

被保険者（補償の対象者）本
人（＊）となれる方の範囲

家族のために、入って
おこうかな・・・

所 得 補 償 保 険 の 想 定 お 支 払 事 例

合　計350,000円　お支払い

◦Ａさんが高血圧性疾患で入院、免責期間（７日間）経過後２か月と10日間会社を休んだ。
（Ｊセット加入の場合）

■保険金額　15 万円× ２か月＋ 10 日
30 日（ 30 日） ＝ 350,000円

セット名 Ｈ I Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ
保険金額
（月額） ７万円 10万円 15万円 20万円 25万円 30万円

被保険者の満年令（2026年６月１日時点）

月
払
保
険
料

20 代 497円 660円 975円 1,060円 1,500円 1,830円
30 代 581円 910円 1,425円 1,820円 2,075円 3,090円
40 代 833円 1,320円 2,085円 2,720円 3,650円 3,900円
50 代 1,197円 1,680円 2,640円 3,580円 4,075円 5,160円
60 代 1,323円 1,890円 2,895円 4,240円 5,300円 6,300円

◦前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割引率が適用されます。

■保険金額（ご契約金額）の設定について
所得補償保険金額は、被保険者が加入されている高額療養費制度等の公的医療保険制度の給
付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の 50％の範囲内で適正となるよう設定
してください（就業不能にかかわらず得られる年金、利子、配当、不動産賃貸料などは平均
月間所得額に含めることはできません。）。公的保険制度の概要につきましては、金融庁の
ホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確
認ください。
なお、保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金
をお支払いできませんのでご注意ください。

■就業不能期間１か月につき、所得補償保険金額（月額）をお支払いします。（てん補期間１年が限度となります。）

※図の就業不能期間の数え方は、免責期間（７日間）終了日の翌日から起算して、てん補期間内における被保険者の就業不能日数をい
います。
※就業不能期間が１か月に満たない場合または１か月未満の端日数が生じた場合は、１か月を 30日として計算した割合により保険金
をお支払いします。

１か月あたりお支払いする保険金 ＝ 保険金額（月額）

■保険期間中に、ケガまたは病気のために、入院したり医師の治療を受けていることにより、現在のお
仕事にまったくつけない状態（就業不能状態）が７日間を超えて続いたときに保険金をお支払いします。

例えば、
Ｊセットご加入の方が、
10 か月と７日間働くこ
とができなかった場合

5,000円
〈注〉１日あたり

の補償額

お支払保険金総額

15万円×10か月＝150万円

就業不能期間
（保険金お支払対象期間10か月）

就 業 不 能

てん補期間　１年間

保険期間　１年間

就業不能発生 職場復帰

〈所得補償保険の補償イメージ〉

所得の保険
所得補償保険

〈注〉
就業不能期間が１か月に満たない場合また
は１か月未満の端日数が生じた場合は、保
険金額（月額）を 1 か月を 30 日とした
日割計算により算出します。

実際にお支払いする保険金の計算方法
は電子パンフレット「■所得の保険お
支払いについて」をご覧ください。

免責期間
７日

よくあるご質問

Ｑ＆Ａ

Ｑ 何才でも加入はできますか？

Ⓐ ＜病気の保険＞は被保険者本人が生後 15日～満 74才まで、親介護一時金支払特約は親御さ
ま（特約被保険者）の年令が満 84才まで、親の介護による休業補償特約は親御さま（介護対
象者）の年令が満84才まで、＜所得の保険＞は被保険者本人が満69才まで加入可能です。
＜ケガの保険＞について年令制限はございません。
※年令は保険始期日（2026 年６月１日）現在の満年令となります。

Ｑ 病気の保険、ケガの保険は同居していない実家の両親は加入できま
すか？

Ⓐ 社員本人の両親であれば、同居していなくても加入できます。
詳しくは本パンフレットの「被保険者（補償の対象者）本人となれる方の範囲」をご参照く
ださい。

Ｑ 健康に関する告知は必要ですか？

Ⓐ ＜病気の保険＞、＜所得の保険＞または親介護補償オプションに新規加入または補償を増額、
拡大する場合は必要になります。
中途でそれらの補償を追加される場合にも告知が必要です。
※＜ケガの保険＞の場合にも、「生年月日」「年令」は記載が必要です。

Ｑ 特定の疾病について保険金をお支払いしない条件で加入していまし
たが、その後病気が完治しました。告知を変更することはできます
か？

Ⓐ 継続時に、あらためて健康に関する告知を行うことにより、特定の疾病について保険金をお
支払いしない条件を削除して継続加入いただくことができます。詳細は本パンフレット「特
定の疾病・病状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ」を
ご覧ください。

Ｑ 税法上の保険料控除の対象となりますか？

Ⓐ 病気の保険（親の介護による休業補償特約を除く）、所得の保険は対象となります（2025 年
12月現在）ので、本パンフレットの「税法上の取扱い」をご参照ください。

手続きについて

皆さまから
よくあるご質問を
まとめました。
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次ページに続く→

１．保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。

　　「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

保険金のお支払事由（主契約、セットしている特約を含みます。）
保険金額（ご契約金額）
保険期間（保険のご契約期間）
保険料・保険料払込方法

２．加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
　　以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
　　内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。

記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

①　皆さまがご確認ください。

•加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか？
　「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
　＊ ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取扱うことが
あります。

　または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？
•加入申込票の「職業・職務」欄（「職種級別」欄を含みます。）は正しくご記入いただいていますか？
　または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか？
•加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか？
＊ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。
上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。

②　以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。

◆「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
　被保険者（補償の対象となる方）の範囲はご希望通りとなっていますか？
◆「所得補償保険をお申込みの場合のみ」ご確認ください。
　保険金額（ご契約金額）は、平均月間所得額（ボーナスを含みます。）の 50％以下となるようなタイプでお申込みされていま
すか？
◆「健康に関する告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
　被保険者（補償の対象者となる方）の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか？

３．次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
•この保険制度に新規加入される場合
•既にご加入の内容を変更してご継続される場合（被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更　など）
•既にご加入されているが継続されない場合

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致
した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのもの
です。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問合わ
せください。

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致

ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

ご 加 入 内 容 確 認 事 項 病気の保険（団体総合生活補償保険（MS ＆ AD 型））・所得の保険（所得補償保険）
　健康状況告知書ご記入のご案内（必ずお読みください）

以下の注意点をお読みいただき、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
○ 継続加入の場合で、保険責任を加重（＊）することなくご継続いただく場合には、あらためて健康に関する告知をいただく必要はありませ
ん。
•病気の保険の場合　（＊）保険金額の増額、支払限度日数の延長等、疾病に関する補償を拡大することをいいます。
•所得の保険の場合　（＊） 保険金額の増額、免責期間の短縮、てん補期間の延長、病気を補償する特約の追加等、補償を拡大すること

をいいます。

１．健康に関する告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者（補償の対象者）
ご自身（WEBでお申込みいただく場合はお申込人）が、ありのままを正確に漏れなくご回答ください。
病気の保険の場合
（注）告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちのいずれかの方がご回答ください。

特約の名称 特約固有の取扱い

親介護一時金支払特約 親介護 ・ 基本補償部分の被保険者（子）が特約被保険者（親）を代理してご回答（ご記入・ご署名）くだ
さい。告知にあたっては、特約被保険者（親）について、ご存知の内容に基づきご回答いただく
のではなく、このご案内および「健康状況告知書質問事項」を特約被保険者（親）にご説明のう
え、質問事項に対するご回答を記入ください。

・ 特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄にご記入ください。
親の介護による休業補償特約 ・ 基本補償部分の被保険者（子）がご回答（ご記入・ご署名）ください。告知にあたっては、介護

対象者（親）について、ご存知の内容に基づきご回答いただくのではなく、このご案内および「健
康状況告知書質問事項」を介護対象者（親）にご説明のうえ、質問事項に対するご回答をご記入
ください。

・ 介護対象者への確認方法についても「確認方法」欄にご記入ください。

２．正しく告知されなかった場合のお取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除また
は取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。

３．書面によるご回答のお願い
• 代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなりま
す。

• 代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問
事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。

４．健康に関する告知が必要な方
病気の保険の場合
• 「疾病補償」に新たにお申込みいただく方、および継続して加入される場合で保険金額の増額など補償内容を拡大するご加入内容
のご変更を伴う方は、健康に関する告知をいただく必要があります。

• 健康に関する告知をされる方におかれましては、ご加入後の補償内容に応じた質問事項にご回答いただきますようお願いします。
ご回答いただく質問事項は以下のとおりです。

ご加入後の補償内容（○：あり、×：なし） 回答が必要な質問事項（○：回答要、×：回答不要）

疾病補償 質問１ 質問２ 質問３

○ ○ ○ ×
× 健康に関する告知は不要です

• 「親介護補償」「親の介護による休業補償」に新たにお申込みいただく方、補償内容を拡大するご加入内容のご変更を行う方は、
別途 親介護一時金・休業専用 の告知をいただく必要があります。

• 「健康状況告知書質問事項」のご回答に「はい」がある場合、以下の疾病に関する補償にはご加入いただけません。

項目名 特約の名称

疾病補償 疾病補償特約

がん診断保険金補償（待機期間不設定型）特約

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約

抗がん剤治療特約

親介護補償 親介護一時金支払特約 親介護

親の介護による休業補償 親の介護による休業補償特約

所得の保険の場合
• 「所得補償保険」に新たにお申込みいただく方、および継続して加入される場合で保険金額の増額など補償内容を拡大するご加入
内容のご変更を伴う方は、健康に関する告知をいただく必要があります。

•「健康状況告知書質問事項」のご回答に「はい」がある場合、ご加入いただけません。

５．現在のご契約を解約 ･ 減額され、新たにご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明（注意喚起情報）をご覧ください。
現在のご契約を解約・減額され、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にご回
答いただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入いただけないことがあります。また、正しく告知をされなかった
場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
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６．保険期間の開始前の発病等のお取扱い
病気の保険の場合

特約の名称 お　取　扱　い

疾病補償特約 ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時（＊１）より前に発病した病気（＊２）については保険金を
お支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありません
ので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日（＊３）からご加入の
継続する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。

がん診断保険金補償（待機期
間不設定型）特約

ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時（＊１）より前に発病したがん（悪性新生物）（＊４）につ
いては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外
ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、がんを発病した時が、がんと診断確定された日からご加入の継続す
る期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。

先進医療・拡大治験・患者申
出療養費用保険金補償特約

ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時（＊１）より前に被ったケガまたは発病した病気（＊２）に
ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例
外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進
医療、拡大治験、または患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して１年以
前であるときは保険金をお支払いすることがあります。

抗がん剤治療特約 ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時（＊１）より前に発病したがん（悪性新生物）（＊５）につ
いては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外
ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、がんを発病した時が、そのがんによる抗がん剤治療を開始した日か
らご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。

親介護一時金支払特約 親介護 ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時（＊１）より前に要介護状態の原因となった事由が発生し
ていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合
でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その事由による要
介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払
いすることがあります。

親の介護による休業補償特約 ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時（＊１）より前に要介護状態の原因となった事由が発生し
ていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合
でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、介護による休業を
開始された日からご加入の継続する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いするこ
とがあります。

（＊１） 新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、同一の保険金を補償するセットを継続加入される場合は、「継続加入
してきた最初のその保険金を補償するセットのご加入時」をいいます。

（＊２） その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断（人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。）
によります。

（＊３） 疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術を開始された日」、
「放射線治療を開始された日」と読み替えます。

（＊４） 発病日は医師の診断（人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。）によります。
（＊５） 転移したがんを含みます。転移したがんとは、原発巣（最初にがんが発生した場所をいいます。）が同じであると診断された

がんをいい、そのがんと同じ部位に再発したがんを含みます。
所得の保険の場合
ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時（＊1）より前に発病した病気（＊2）または発生した事故によるケガについては保険金をお支払
いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続
する期間を遡及して１年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
（＊１） 新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」

をいいます。
（＊２） 就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断（人間ドックや定期健康診断での

指摘を含みます。）によります。

７．その他ご留意いただく点
•ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内
容等を確認させていただく場合があります。
•「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受
保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続きをご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加
入をそのままご継続いただけない場合があります。

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ

病気の保険の場合
• 継続加入していただいているお客さまは、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入されている場合があります。
　 現在ご加入いただいているご契約の加入者証や、加入申込票の「特定疾病対象外欄」に表示されている疾病コードに属する疾病・症状
群（＊）については、保険金をお支払いしません。この条件の各特約における取扱いは、次のとおりです。

　（＊）お支払対象外となる疾病コードと医学上因果関係が認められる疾病・症状についても対象外となります。

特約の名称 お　取　扱　い

疾病補償特約 ご継続時には、あらためて現在の健康状況等に応じた告知をしていただくことができます。
なお、保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行
うことはできません。
あらためて告知される場合、告知の結果によって以下いずれかのお取扱いとなります。
＜告知の結果、お引受けできる場合＞
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件を削除してご加入いただくことができま
す。
加入申込票の「特定疾病対象外欄」に疾病コード、疾病・症状名（カナ）が表示されている場合は、
以下のとおりご記入ください。
なお、条件を削除してご継続いただいた場合でも、保険金のお支払有無は、発病時点の保険契約の
条件で判断することがあります。

＜告知の結果、お引受けできない場合＞
ご加入をご継続いただくことができません。

がん診断保険金補償
（待機期間不設定型）特約

先進医療・拡大治験・患者申
出療養費用保険金補償特約

抗がん剤治療特約

親介護一時金支払特約 親介護 特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入いただくことはできませんので、
説明すべき事項はありません。

親の介護による休業補償特約

【保険金をお支払いしない条件を削除する場合の記入方法】
　加入申込票の疾病コード、疾病・症状名（カナ）を二重線で削除し、訂正署名をしたうえで、ご加入後の補償内容に応じた質問事項に
ご回答ください。

•各疾病コードに属する疾病・症状は、引受保険会社のホームページに記載されている
「疾病・症状一覧表」をご確認ください。右記からアクセスいただけます。
ご確認いただけない場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

所得の保険の場合
• 継続加入していただいているお客さまは、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入されている場合があります。
現在ご加入いただいているご契約の加入者証や、加入申込票の「特定疾病対象外欄」に表示されている疾病コードに属する疾病・症状
群（＊）については、保険金をお支払いしません。
（＊） お支払対象外となる疾病コードと医学上因果関係が認められる疾病・症状についても対象外となります。
• ご継続時には、あらためて現在の健康状況等に応じた告知をしていただくことができます。
なお、保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。
あらためて告知される場合、告知の結果によって以下いずれかのお取扱いとなります。

＜告知の結果、お引受けできる場合＞
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件を削除してご加入いただくことができます。
加入申込票の「特定疾病対象外欄」に疾病コード、疾病・症状名（カナ）が表示されている場合は、以下のとおりご記入ください。
なお、条件を削除してご継続いただいた場合でも、保険金のお支払有無は、発病時点の保険契約の条件で判断することがあります。

【保険金をお支払いしない条件を削除する場合の記入方法】
　加入申込票の疾病コード、疾病・症状名（カナ）を二重線で削除したうえで、ご加入後の補償内容に応じた質問事項にご回答ください。

＜告知の結果、お引受けできない場合＞
ご加入をご継続いただくことができません。
•各疾病コードに属する疾病・症状は、引受保険会社のホームページに記載されている
　「疾病・症状一覧表」をご確認ください。右記からアクセスいただけます。
　ご確認いただけない場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
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【お知らせ】
パンフレット記載の一部電子化について

このパンフレットは、保険の概要をご説明したものです。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項（「契約概要」）や、被保険者にとって不利益になる事
項等、特にご注意いただきたい事項（「注意喚起情報」）等は、下記二次元コードリンク先に掲載し
ています。保険金をお支払いする主な場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合
等の重要な事項が記載されておりますので、必ずご参照いただいたうえで、PDF ファイルをご自
身の端末に保存いただくか、印刷し、保管いただきますようお願いいたします。
PDF ファイルによるご提供を希望されない場合、あるいは PDF ファイルの閲覧ができない場合
は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

↓掲載ページはこちら↓
商船三井興産株式会社　保険事業部
　　　　HP：https://www.mo-kosan.co.jp/insurance

STEP1
「MOL グループ社員・OB の皆様」
のページをクリック

STEP2
「MOL グループ　社員様専用ページ」
をクリック

STEP3
「MOL グループ　総合補償制度」欄
のパンフレットおよび重要事項説明書
をクリック
※ 実際の画面と相違する場合がありま

す。
＊ リンク先の PDF ファイルはご自身の端末に

保存または印刷ください。
＊ 書面でのご配布を希望される方は代理店・扱

者までご連絡ください。

MEMO
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令和

令和

令和R

（社内使用欄）

399（漢字）

2

1男

女

他の保険契約等、保険金請求歴がある場合は、こちらもご確認のうえご記入ください。

募集パンフレット、「重要事項のご説明」、「ご加入
内容確認事項」等を確認し、これらを書面もしくは電子
データなど団体が定める方法で受領すること、および
個人情報の取扱いに同意のうえ、加入を申し込みます。

000 AAA 020 994

354× LF

6 4 1

7 4

団体総合生活補償保険（ MS&AD 型）

1

計上用

団総ＭＳＡＤ型　加入申込票　兼　健康状況告知書

令和

手続区分 下記のいずれかに○をしてください

新規に加入する

内容を変更する
前年度加入内容を
追加・変更して継続する

継続加入しない

全ての内容をご記入
のうえ、ご署名・ご提出
ください。

ご署名のうえ、
ご提出ください。

内容を変更せず継続する場合は、ご提出不要です。

申込内容と健康状況（告知）についてご確認のうえご記入ください。STEP 2 最終頁の健康状況告知書質問事項に対する下記回答は事実に相違ありません。告知内容が事実と相違していた場合、保険契約を解除され保険金の支払いを受け
られないことがあることに同意します。また、個人情報の取扱いに同意します｡「健康状況告知書ご記入のご案内」を受け取り、内容を了解しました。（注1） 三井住友海上火災保険株式会社 宛

住　所

申込人
氏　名

職場名 所　属
コード

社　員
番　号

電　話
番　号

（注）他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約を含みます。
同種の危険を補償する他の保険契約等（団体総合生活補償保険、普通
傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。）がありますか。

他の保険契約等がありますか？ 保険金請求歴がありますか？

（注）他の保険会社等への保険金請求を含みます。
過去3年以内に病気またはケガで保険金（合計して5万円
以上）を請求または受領したことがありますか。

あ り※

「あり」の場合裏面を必ずご記入ください。（ご記入のない場合には、「なし」と回答したことになります。）

あ り

ご注意

ご記入にあたって
●　「※」印の項目は、ご契約に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項（告知事項）です。　

事実と相違する場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、十分ご確認のうえご回答（記入）ください。
●　疾病を補償するセットに新たに加入する場合、または、疾病補償について保険責任を加重（保険金額の増額、特約追加など）する場合は、最終頁裏面の質問事項につき、

正確にご回答ください。

●　「◆」団体との関係について下記該当の数字（いずれか1つ）をご記入ください。
・団体の ………………… 1：構成員（子会社･関連会社の構成員、退職者を含む）　0：会員企業等の役員･従業員
・上記１または０の …… 2：配偶者　　3：こども　　4：両親　　5：兄弟姉妹　　6：同居の親族　　7：使用人

●　「◎」年令は保険始期日現在でご記入ください。
（保険期間の中途で加入される場合も、中途加入日現在ではなく、団体契約の保険始期日現在の年令をご記入ください。）

●　職種コードは裏面をご参照ください。　職業名・職種名は裏面の職種コード一覧を参照のうえ、カタカナ２０文字以内でご記入ください。

告知者ご署名欄※ （注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームでご署名ください｡告知時における
被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方が署名してください。

生　年
月　日

年　令 性　別

年　　  　　　　月　　　　　　　日

※

才満
※◎

312

カタカナで記入576

302

323

303

◆L18

昭和S

職　種
コード

職業名・
職種名

団体との
関　係

氏　名

（カタカナ）

平成H 令和R

390 J04

（告知者ご署名）

（漢字）L67

21男 女

507 疾病・症状名（カタカナ）

お引受け可否は最終頁裏面を参照ください

最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。
健康状況告知書質問事項回答欄※

特定疾病対象外欄

疾病コード506

（告知日）LW8

※

質問① 質問③質問②
L1A

3
はい

いいえ

LKA LKH

4

3
はい

いいえ
4

3
はい

いいえ
4

令和 R　　　　  年　　　　  月　　　　  日
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氏　名

（カタカナ）

平成H 令和R

390 J04

（告知者ご署名）

（漢字）L67

21男 女

507 疾病・症状名（カタカナ）

お引受け可否は最終頁裏面を参照ください

最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。
健康状況告知書質問事項回答欄※

特定疾病対象外欄

疾病コード506

（告知日）LW8

※

質問① 質問③質問②
L1A

3
はい

いいえ

LKA LKH

4

3
はい

いいえ
4

3
はい

いいえ
4

令和 R　　　　  年　　　　  月　　　　  日

お引受け可否は最終頁裏面を参照ください

生　年
月　日

年　令 性　別

年　　  　　　　月　　　　　　　日

※

才満
※◎

312

カタカナで記入576

302

323

303

◆L18

昭和S

L1A

職　種
コード

職業名・
職種名

団体との
関　係

氏　名

（カタカナ）

平成H 令和R

390 J04

（告知者ご署名）

１

質問①

3
はい

いいえ

LKA

最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。
健康状況告知書質問事項回答欄※

質問③

疾病コード506

507 疾病・症状名（カタカナ）

特定疾病対象外欄
LKH

4

質問②

3
はい

いいえ
4

3
はい

いいえ
4

（告知日） 令和 R　　　　  年　　　　  月　　　　  日LW8

告知者ご署名欄※ （注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームでご署名ください｡告知時における
被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方が署名してください。

（漢字）L67

21男 女
※

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
1

オプション
2

オプション
3

C04 C05 C06 P

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
1

オプション
2

オプション
3

C04 PC05 C06

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
1

オプション
2

オプション
3

C04 PC05 C06

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
1

オプション
2

オプション
3

C04 PC05 C06

団体総合生活補償保険(MS&AD型)疾病補償用 --/J1

2

3

4

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
1

オプション
2

オプション
3

C04 PC05 C06

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
1

オプション
2

オプション
3

C04 PC05 C06

5

6

ご注意
事項

・鉛筆、フリクションなどの消せるペンでの記入は不可です。
・名前はカナが必要。署名はかい書（データ入力をするためです）。
・健康に関する告知の訂正は、①二重線で消す ②正しい内容を記入
   ③被保険者の訂正署名（訂正項目付近に）をお願いします。

１ 必ずお選びください。
新規に加入する：全員が新規加入の場合
継続加入しない：全員が継続しない場合
内容を変更する：上記以外

３ 年 令：保険始期日時点 の満年令
※ 被保険者と団体と の関係は

  「◆団体との関係」 より選ん
でください。

１

３

２

４

病気の保険・ケガの保険・所得の保険　共通

下記はイメージ です（実際の加入申込票ではありません。）

● ４～８は病気の保険・所得の保険へ新たにご加入される方、ま
たはご継続時に保険金額を増額される方のみご確認ください。２ 在籍会社（出向元会社）を

ご記入ください。

加入申込票記入時のポイント
加入申込票の色が保険によって異なっています。
・黄色の加入申込票はケガの保険・所得の保険お申込み用です。
・緑色の加入申込票は病気の保険お申込み用です。

４ 健康に関する告知
疾病を補償するセットに加入する場合は、告知
をしてください。

８

三友　太郎

× × ××

コウシケツシヨウ 三友太郎

Ｒ０ 三友太郎
６

７
５

８ 満 15 才未満の被保険者は親権者の告知
と署名が必要です。
被保険者：三友次郎（13 才）　　親権者：三友花子

［正しい取付］　親権者　三友花子による告知と署名

５ 質問①・②のいずれかが「はい」の場合
お引受けできません。

６ 質問３は告知不要のため、ご回答不要です。

７ 再告知をされる場合は二重線で削除の上、
訂正署名をお願いいたします。
詳細は本パンフレット「特定の疾病・病
状群について保険金をお支払いしない条
件でご加入されているお客さまへ」をご
覧ください。

×三友　太郎

親権者 三友　花子



保
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商
品
の
構
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Ｑ
＆
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注
意
事
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ご
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23 24

２ 親御様の保険始期日時点の満年令をご記入くだ
さい。

３ 親介護に加入する場合、告知事項の回答が必要
です。

「確認方法」が複数ある場合、最も番号のわかい
確認方法に〇をしてください。

１ 加入する特約に○をしてください。

令和

令和

令和R

（社内使用欄）

399（漢字）

2

1男

女

他の保険契約等、保険金請求歴がある場合は、こちらもご確認のうえご記入ください。

000 AAA 020 994

354× LF

5 10 1

6 10

団体総合生活補償保険（ MS&AD 型）

1

計上用

団体保険　加入申込票

令和

手続区分 下記のいずれかに○をしてください

新規に加入する

内容を変更する
前年度加入内容を
追加・変更して継続する

継続加入しない

全ての内容をご記入
のうえ、ご署名・ご提出
ください。

ご署名のうえ、
ご提出ください。

内容を変更せず継続する場合は、ご提出不要です。

申込内容と健康状況（告知）についてご確認のうえご記入ください。STEP 2 最終頁の健康状況告知書質問事項に対する下記回答は事実に相違ありません。告知内容が事実と相違していた場合、保険契約を解除され保険金の支払いを受け
られないことがあることに同意します。また、個人情報の取扱いに同意します｡「健康状況告知書ご記入のご案内」を受け取り、内容を了解しました。（注1） 三井住友海上火災保険株式会社 宛

住　所

申込人
氏　名

職場名 所　属
コード

社　員
番　号

電　話
番　号

（注）他の保険会社等における契約を含み、団体契約、生命保険契約、共済契約を含みます。
同種の危険を補償する他の保険契約等（団体総合生活補償保険、普通
傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。）がありますか。

他の保険契約等がありますか？ 保険金請求歴がありますか？

（注）他の保険会社等への保険金請求を含みます。
過去3年以内に病気またはケガで保険金（合計して5万円
以上）を請求または受領したことがありますか。

あ り※

「あり」の場合裏面を必ずご記入ください。（ご記入のない場合には、「なし」と回答したことになります。）

あ り

ご注意

ご記入にあたって
●　「※」印の項目は、ご契約に際して引受保険会社がおたずねする特に重要な事項（告知事項）です。　

事実と相違する場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、十分ご確認のうえご回答（記入）ください。
●　疾病を補償するセットに新たに加入する場合、または、疾病補償について保険責任を加重（保険金額の増額、特約追加など）する場合は、最終頁裏面の質問事項につき、

正確にご回答ください。

●　「◆」団体との関係について下記該当の数字（いずれか1つ）をご記入ください。
・団体の ………………… 1：構成員（子会社･関連会社の構成員、退職者を含む）　0：会員企業等の役員･従業員
・上記１または０の …… 2：配偶者　　3：こども　　4：両親　　5：兄弟姉妹　　6：同居の親族　　7：使用人

●　「◎」年令は保険始期日現在でご記入ください。
（保険期間の中途で加入される場合も、中途加入日現在ではなく、団体契約の保険始期日現在の年令をご記入ください。）

●　職種コードは裏面をご参照ください。　職業名・職種名は裏面の職種コード一覧を参照のうえ、カタカナ２０文字以内でご記入ください。

生　年
月　日

年　令 性　別

年　　  　　　　月　　　　　　　日

※

才満
※◎

312

カタカナで記入576

302

323

303

◆L18職　種
コード

職業名・
職種名

団体との
関　係

氏　名

（カタカナ）390 J04

（告知者ご署名）

１

最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。
健康状況告知書質問事項回答欄※

「親介護一時金支払特約」または「親の介護による休業補償特約」付のセットにご加入される場合、下記をご記入ください。

年　　 月　　 日

特約区分 介護を受ける方（親）の氏名
（特約被保険者・介護対象者）

VT1

VT2

VKA カタカナで記入

VKJ カタカナで記入

生年月日

※VKB

※VKK

年令

才

満
※◎
VKC

VKL

3
はい

いいえ
4

VKE

VKN

確認方法

1

VKT

VKU

対面

2
電話

FAX・郵送

電子メール等、
2、3以外の通信手段

4

3

3
はい

いいえ
4

1
対面

2
電話

FAX・郵送

電子メール等、
2、3以外の通信手段

4

3

告知者ご署名欄※

（告知日）VKS

（告知者ご署名）

一時金のみ

休業のみ

一時金
＋休業

T
大正

S
昭和

H
平成

昭和S 平成H 令和R

以外用親介護一時金・休業

年　　 月　　 日 才

満
※◎

T
大正

S
昭和

H
平成

（告知日）LW8

告知者ご署名欄※ （注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームでご署名ください｡告知時における
被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方が署名してください。

（注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームで
ご署名ください｡告知時における被保険者の年令が
満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方
が署名してください。

健康状況告知書質問事項回答欄 最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。専用親介護一時金・休業

親介護一時金・休業

続
柄 父 母VKD

続
柄 父 母VKM

1

2

3

一時金のみ

休業のみ

一時金
＋休業

1

2

3

21

21

21男 女

（漢字）L67

※

疾病コード506

507 疾病・症状名（カタカナ）

L1A
質問①

3
はい

いいえ

LKA
質問③ 特定疾病対象外欄

LKH

4

質問②

3
はい

いいえ
4

3
はい

いいえ
4

令和 R　　　　  年　　　　  月　　　　  日

質問

お引受けできません

お引受けできません

※

令和 R　　　   年　　　   月　　　   日

お引受け可否は最終頁裏面を参照ください

告知者ご署名欄※ （注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームでご署名ください｡告知時における
被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方が署名してください。

生　年
月　日

年　令 性　別

年　　  　　　　月　　　　　　　日

※

才満
※◎

312

カタカナで記入576

302

323

303

◆L18職　種
コード

職業名・
職種名

団体との
関　係

氏　名

（カタカナ）390 J04

（告知者ご署名）

最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。
健康状況告知書質問事項回答欄※

（告知日）LW8

以外用親介護一時金・休業

「親介護一時金支払特約」または「親の介護による休業補償特約」付のセットにご加入される場合、下記をご記入ください。

年　　 月　　 日

特約区分 介護を受ける方（親）の氏名
（特約被保険者・介護対象者）

VT1

VT2

VKA カタカナで記入

VKJ カタカナで記入

生年月日

※VKB

※VKK

年令

才

満
※◎
VKC

VKL

3
はい

いいえ
4

VKE

VKN

確認方法

1

VKT

VKU

対面

2
電話

FAX・郵送

電子メール等、
2、3以外の通信手段

4

3

3
はい

いいえ
4

1
対面

2
電話

FAX・郵送

電子メール等、
2、3以外の通信手段

4

3

告知者ご署名欄※

（告知日）VKS

（告知者ご署名）

一時金のみ

休業のみ

一時金
＋休業

T
大正

S
昭和

H
平成

昭和S 平成H 令和R

年　　 月　　 日 才

満
※◎

T
大正

S
昭和

H
平成

（注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームで
ご署名ください｡告知時における被保険者の年令が
満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方
が署名してください。

健康状況告知書質問事項回答欄 最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。専用親介護一時金・休業

親介護一時金・休業

続
柄 父 母VKD

続
柄 父 母VKM

1

2

3

一時金のみ

休業のみ

一時金
＋休業

1

2

3

21

21

21男 女

（漢字）L67

※

507 疾病・症状名（カタカナ）

疾病コード506

特定疾病対象外欄質問① 質問③質問②
L1A

3
はい

いいえ

LKA LKH

4

3
はい

いいえ
4

3
はい

いいえ
4

令和 R　　　　  年　　　　  月　　　　  日

質問※

令和 R　　　   年　　　   月　　　   日

お引受けできません

お引受けできません

お引受け可否は最終頁裏面を参照ください

告知者ご署名欄※ （注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームでご署名ください｡告知時における
被保険者の年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方が署名してください。

生　年
月　日

年　令 性　別

年　　  　　　　月　　　　　　　日

※

才満
※◎

312

カタカナで記入576

302

323

303

◆L18職　種
コード

職業名・
職種名

団体との
関　係

氏　名

（カタカナ）390 J04

（告知者ご署名）

最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。
健康状況告知書質問事項回答欄※

（告知日）LW8

以外用親介護一時金・休業

「親介護一時金支払特約」または「親の介護による休業補償特約」付のセットにご加入される場合、下記をご記入ください。

年　　 月　　 日

特約区分 介護を受ける方（親）の氏名
（特約被保険者・介護対象者）

VT1

VT2

VKA カタカナで記入

VKJ カタカナで記入

生年月日

※VKB

※VKK

年令

才

満
※◎
VKC

VKL

3
はい

いいえ
4

VKE

VKN

確認方法

1

VKT

VKU

対面

2
電話

FAX・郵送

電子メール等、
2、3以外の通信手段

4

3

3
はい

いいえ
4

1
対面

2
電話

FAX・郵送

電子メール等、
2、3以外の通信手段

4

3

告知者ご署名欄※

（告知日）VKS

（告知者ご署名）

一時金のみ

休業のみ

一時金
＋休業

T
大正

S
昭和

H
平成

昭和S 平成H 令和R

年　　 月　　 日 才

満
※◎

T
大正

S
昭和

H
平成

（注1）をご確認のうえ､必ず被保険者ご本人がフルネームで
ご署名ください｡告知時における被保険者の年令が
満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方
が署名してください。

健康状況告知書質問事項回答欄 最終頁裏面の質問事項に正確にご回答ください。専用親介護一時金・休業

親介護一時金・休業

続
柄 父 母VKD

続
柄 父 母VKM

1

2

3

一時金のみ

休業のみ

一時金
＋休業

1

2

3

21

21

21男 女

（漢字）L67

※

507 疾病・症状名（カタカナ）

疾病コード506

特定疾病対象外欄質問① 質問③質問②
L1A

3
はい

いいえ

LKA LKH

4

3
はい

いいえ
4

3
はい

いいえ
4

令和 R　　　　  年　　　　  月　　　　  日

質問※

令和 R　　　   年　　　   月　　　   日

お引受けできません

お引受けできません

お引受け可否は最終頁裏面を参照ください
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数
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プ
ラ
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名

基本プラン
（必選択）

オプション
2

オプション
1

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
2

オプション
1

団体総合生活補償保険(MS&AD型)疾病補償用 --/J1

2

口

　
数

R02

572

プ
ラ
ン
名

基本プラン
（必選択）

オプション
2

オプション
1

3１ ２
３

４

４ 基本部分の被保険者の署名必須です。
特約被保険者（親御様）の署名は不要です。
満 15 才未満の被保険者は親権者の告知と署名が
必要です。
被保険者：三友次郎（13 才）　　親権者：三友花子

［正しい取付］　親権者　三友花子による告知と署名

×三友　太郎

親権者 三友　花子

下記はイメージ です（実際の加入申込票ではありません。）

病気の保険　親介護補償オプションにご加入される方　はこちらもご覧ください

親介護補償記入時のポイント ご注意
事項

・鉛筆、フリクションなどの消せるペンでの記入は不可です。
・名前はカナが必要。署名はかい書（データ入力をするためです）。
・健康に関する告知の訂正は、①二重線で消す ②正しい内容を記入
   ③被保険者の訂正署名（訂正項目付近に）をお願いします。

加入申込票の色が保険によって異なっています。
・黄色の加入申込票はケガの保険・所得の保険お申込み用です。
・緑色の加入申込票は病気の保険お申込み用です。
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◦引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務ま
たは財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保
険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、
金額が削減されたりすることがあります。
◦損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護す
る目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険
会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護
機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合で
も、次のとおり補償されます。

【�病気の保険、所得の保険】
　保険金、解約返れい金等は90％まで補償されます。ただし、
破綻前に発生した事故による保険金は100％補償されます。

【ケガの保険】
　保険金、解約返れい金等は80％まで補償されます。ただし、
破綻前に発生した事故および破綻時から 3か月までに発
生した事故による保険金は 100％補償されます。

【上記以外】
　保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合につい
ては、引受保険会社または代理店・扱者までお問合わせく
ださい。

経営破綻した場合等の保険契約者の保護について 

税法上の取扱い （2025年12月現在）

●払い込んでいただく保険料のうち、病気の保険（親の介護
による休業補償特約を除く）および所得補償保険金部分の
保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対
象となり、所得税について最高 40,000 円まで、住民税に
ついて最高 28,000 円までが毎年の課税対象額から控除さ
れます。

（注１）傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象
となりません。特に、「ケガの保険」のセットの
場合、保険料控除の対象となる保険料はありませ
んので、ご注意ください。���������������������

（注２）なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変
更となる場合がありますので、ご注意ください。

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

個人情報の取扱いについて

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険
引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社
および引受保険会社のグループのそれぞれの会社（海外にあ
るものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご
案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため
に利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内
のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を
含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確
保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を利
用目的の達成に必要な範囲内で、保険契約者、業務委託先
（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・
支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）

に提供することがあります。ただし、加入者の保険金請求状
況や病名を含む事故その他センシティブ情報は、以下の目的
の範囲で保険契約者、保険代理店および扱者（募集人）に提
供します。
①契約の安定的な運用に向けた事故発生状況の詳細な分析のため
②継続契約における加入可否および補償内容の変更の検討のため
③本保険制度の募集文書に掲載する事故事例の参考とするため
④その他、上記①～③に準じて契約の安定的な供給を維持するため

詳細は、三井住友海上ホームページ
（https://www.ms-ins.com）または

引受保険会社のホームページをご覧ください。

生活サポートサービス　 ご相談無料

日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。団体総合生活補償保険および所得補償保険などにご
加入のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
＊ メンタルヘルス相談は病気の保険（精神障害補償の有無は問いません）および所得の保険加入者ご本人のみが利用いただけます。詳
しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

※メンタルヘルス相談：平日９：00～ 21：00、土曜日10：00～ 18：00、メンタルヘルス相談以外：年中無休24時間対応。
＊ サービス受付の電話番号（通話料無料）は、ご加入後にお届けする加入者証や案内状の案内などをご覧ください。
＊平日とは、土・日・祝日・年末年始を除いた月～金をいいます。
＊ お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
＊ 本サービスは、引受保険会社の提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できな
い場合があります。

＊ 本サービスは予告なく変更 ･中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

健康・医療（※）

■健康 ･医療相談（医師相談は一部予約制）
■メンタルヘルス相談
■医療機関総合情報提供
■診断サポートサービス（各種人間ドック機関紹介等）
■三大疾病セカンドオピニオン情報提供
■女性医師情報提供、女性医師相談（医師相談は一部予約制）

介護　年中無休 24 時間対応

■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談
■公的介護保険で利用できるサービス等に関する相談

認知症・行方不明時の対応相談　年中無休 24 時間対応

■認知症に関する情報提供と悩み相談
■認知症の方の行方不明時の対応に関する相談

情報提供・紹介サービス　平日 10：00 ～ 17：00

■子育て相談（12才以下）
■暮らしの情報提供（冠婚葬祭､ ボランティア情報）
■安心な暮らしをサポートする事業者の紹介

暮らしの相談　平日 14：00 ～ 17：00

■暮らしのトラブル相談（法律相談）
■暮らしの税務相談
　弁護士 ･税理士との相談は予約制
お客さまの行っている事業についてのご相談や、既に弁護士に対応を依頼
している案件、訴訟となっている案件についてのご相談は対象となりませ
ん。また、引受保険会社の保険に関連するご相談は、代理店・扱者または
引受保険会社までお問合わせください。

健康・介護ステーション インターネットにて健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
URL:https://www.ms-ins.com/kenko_kaigo/

●�この保険は株式会社商船三井が保険契約者となる団体契約です。
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとり
まとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が
引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が
解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約
者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社
は返還保険料を保険契約者に返還します。
●�ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のう
え、大切に保管してください。
●�お申込人となれる方は株式会社商船三井の役員・従業員ならびに
引受保険会社と株式会社商船三井が認めた株式会社商船三井の子
会社・関連会社の役員・従業員に限ります。
●�この保険の保険期間は１年間となります。保険金請求状況等によっ
ては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更
させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●�引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制
度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日と
する継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・
特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されま
す。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険
契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あ
らかじめご了承ください。
●�お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
　�損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、
入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよ
う、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人　日
本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施して
おります。

●�日常生活賠償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
および所得補償保険等をセットされる場合は、補償内容が同様の
保険契約（団体総合生活補償保険契約および所得補償保険契約以
外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約
を含みます。）が他にあるときは、補償が重複することがありま
す。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害について
は、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等に
よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場
合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異
や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入くださ
い。

●＜ケガの保険・所得の保険＞
　�この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約で
す。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯するこ
となく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友
海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務
の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次
のとおりです。
三井住友海上（幹事会社）　　引受割合��92％
東京海上日動　　　　　　　　　　〃　　　8�％

●�＜ケガの保険・所得の保険＞
　�柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数
および就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応
じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼（は
り）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為については、
医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となり
ます。

ご加入にあたっての注意事項

＜保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご
連絡＞
●�保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者また
は引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきま
して詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合
に該当した日から 30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っ
ている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げ
た場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引
いて保険金をお支払いすることがあります。

＜保険金支払いの履行期＞
●�引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（＊1）をご提出をいただ
いてからその日を含めて 30日以内に、保険金をお支払いするた
めに必要な事項の確認（＊2）を終えて保険金をお支払いします。（＊3）

（＊１）�保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出
いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を
請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情
を示す書類をご提出いただきます。

（＊２）�保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしな
い事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、
その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定の
ために確認が必要な事項をいいます。

（＊３）�必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜
査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、
災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外に
おける調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定
める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受
保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期
を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。

＜保険金のご請求時にご提出いただく書類＞
●�被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を
含みます。）が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保
険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点について
は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
◦引受保険会社所定の保険金請求書
◦引受保険会社所定の同意書

◦事故原因・損害状況に関する資料
◦被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認す
るための資料（住民票、戸籍謄本　等）

◦引受保険会社所定の診断書
◦診療状況申告書
◦公の機関（やむを得ない場合は第三者）等の事故証明書
◦死亡診断書
◦他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認
する書類

◦損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
◦引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生
を確認する書類およびその他これらに類する書類

◦休業・所得証明書
◦所得を証明する書類（源泉徴収票、確定申告書　等）

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出い
ただくようお願いすることがあります。

＜代理請求人について＞
●�高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に
保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき
被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、
その被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）等（以下「代
理請求人」といいます。詳細は（注）をご参照ください。）が保険
金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受
保険会社までお問合わせください。また、本内容については、代
理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
（注）①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者（＊）」

②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方
に保険金を請求できない事情がある場合

　「被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親
族」

③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該
当する方に保険金を請求できない事情がある場合

　「上記①以外の配偶者（＊）」または「上記②以外の３親
等内の親族」

（＊）法律上の配偶者に限ります。

保険金をお支払いする場合に該当されたとき
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ご契約者さま専用ページに登録すると
WEB で見ることができます !

ご契約者さま専用ページに登録することで
加入者証が WEB でも見ることができます。

保険の契約内容をすぐに確認したい！
そんなときに役立ちます。

WEB

三井住友海上の自動車保険・火災保険等にご加入のお客さまに朗報 !
追加で登録をいただくことで、様々なメリットがございます。

自動車保険にご加入の方には…

ドライブ中の自動車事故の連絡、故障・ガス欠・パンク等のトラブル時にお役に立ちます !
お手元に保険証券をお持ちでなくても、代理店の連絡先や保険の契約内容のご確認、事故受付窓口やロード

サービス※受付窓口へのご連絡が可能です。
※ロードサービスは「ロードサービス費用特約」がセットされたご契約にご提供しています。

火災保険にご加入の方には…

台風や地震・大雪などの災害時には保険金のご請求漏れが生じないようメール・LINE 等
でご連絡が届きます !
お住まいの地域が被災した場合、保険金をお支払できる可能性があることや、事故受付窓口の連絡先を記し

たメール・LINE を保険会社からお送りします。

★ 大規模な地震や台風被害等の広域災害時、交通機関の乱れや保険会社および代理店の専用ダイヤルの回線
が混み合うことにより電話がつながりにくくなることが想定されます。（特に、保険証券の紛失によるご
契約内容の確認のお電話等が増える傾向にございますが、確認までにお時間を要します。）

加 入 者 証 の ご 登 録 方 法

（注１）スマートフォンにＱＲコードリーダー機能がない場合は、三井住友海上オフィシャルサイトからご登録ください。
（注２）ＱＲコードは（㈱）デンソーウェーブの登録商標です。
（注３）画面は予告なく変更になることがあります。

MOL グループ団体総合生活補償保険の
加入者証が

でも見られて便利に！

ご契約者さま専用ページに登録済の場合

QR コード読みとりご契約者さま専用ページへ
https://opk.ms-ins.com/opkmsuser/AAY91.xhtml

ログイン後、
マイメニューをタップ 契約中の保険を追加

するをタップ

団体損害保険　専用
ボタンをタップ

加入者証に記載されて
いるお客さまコード
1・2 を入力し、次へ
をタップ

入力内容・追加する加入
者情報を確認し追加する
をタップ

契約追加完了

ご契約者さま専用ページへ登録！
STEP

１

加入者証に
記載されているお客さま
コードを確認！

STEP

２

契約追加すると、ご加入内容が見られる！
詳しい登録方法は次ページをご覧ください。

STEP

３

ご契約者さま専用ページとは

「ご契約内容の確認」「代理店の連絡先の確認」
「事故連絡の窓口やロードサービス（注）受付窓口
へのご連絡」等

（注） ロードサービスは「ロードサービス費用特約」がセット
されたご契約にご提供しています。

24 時間ご利用いただけるサービス

三井住友海上の個人のご契約者さま向けインターネット
サービスです。

この機会に、登録をされていない方については、
ご登録いただきますよう宜しくお願いいたします。

ご契約者さま専用ページに未登録の場合

QR コード読みとり
https://opk.ms-ins.com/
opkmsuser/AAU91.xhtml

加入者証に記載されているお客さまコード
1・2 を入力し、次へをタップ
※ お客さまコードが 2 つある場合は、一つ

を登録後に下段の「登録済の場合」の追加
登録を行ってください。

メールアドレス（ユー
ザー ID）、パスワード
入力

加入者氏名、生年月日
を入力

利用規約に同意に
チェックをし、次へ
をタップ

入力内容に誤りがない
ことを確認し、次へを
タップ

登録完了

※ 氏名カナ、生年月日は
加入者証の内容と一致

　させる必要があります。
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既に団体総合生活補償保険に加入されている皆さまへ

「団体総合生活補償保険」改定のご案内

補償内容等の主な変更点

補償内容等が変更となります。主な変更点を次のとおりご案内致しますので、変更内容をご確認ください。ご不明な点につきま
しては、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
※所得の保険に改定はございません。

（１）ケガの保険　基本補償　特定感染症危険補償特約の廃止
昨今の特定感染症状況の変化（＊）を踏まえ、ケガの保険では特定感染症危険補償特約が基本補償として廃止となります。
※病気の保険では特定感染症リスクは引き続き補償対象となります。
（＊）�2023 年５月８日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が「新型インフルエンザ等感染症（２類相当）」か

ら「５類感染症」に変更となっており特定感染症危険補償特約の補償対象外です。

（２）ケガの保険　基本補償　熱中症補償特約の追加
ケガの保険では新たに熱中症補償特約が基本補償として追加となります。急激・偶然・外来な日射または熱射により被った身
体の障害について、傷害死亡・後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金をお支払いします。

（３）ケガの保険　住宅内生活用動産補償特約　補償対象外となる物の範囲の変更
住宅内生活用動産補償特約で補償対象外となる物に「補聴器」を追加します。改定後は「補聴器」が補償対象外となります。

（４）病気の保険　基本補償　疾病手術補償における花粉症手術等の対象外化
病気の保険において、鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）を疾病手術補償の対象外とします。ケガの保険については、補償の対
象となる手術に変更はありません。

（５）病気の保険　先進医療・拡大治験・患者申出療養特約の一部負担金を補償対象外化
先進医療・拡大治験・患者申出療養特約で一般の保険診療と共通する部分（診察・検査・投薬・入院料等）を補償の対象外と
します。改定後は健康保険の適用外となる先進医療の技術料等が補償の対象となります。

（６）病気の保険　がん診断一時金の改定（再発・転移がんの補償対象化等）
「がん診断保険金補償（待機期間不設定型）特約」について、「再発がん」および「転移がん」を新たに補償対象とします。こ
れに伴い、「継続する一連の保険期間を通じた保険金の支払限度回数に関する規定（通算支払限度回数規定）」を変更します。

改 定 項 目 改　定　前 改　定　後

対象となるがんの範囲の拡大 原発がんのみを補償対象とする。
原発がんに加え、再発がん、転移がんも補償
対象とする。（※１）

通算支払限度回数を変更

「原発巣が同一であるがん（既に保険金を支
払った原発がんの再発・転移がんを含む）」
について、「通算１回を限度」に保険金を支
払う。

原発がん、再発がん、転移がんについて、
「１年に１回を限度（＝診断確定日が、前回
支払済の診断確定日から１年超経過している
場合）」に保険金を支払う。（※２）

（※ 1）�再発がん、転移がんについて、それらの原発がんの診断確定日は問いません。原発がんの診断確定日が保険期間開始前
の場合でも、保険期間中に再発がん、転移がんと診断確定されていれば、始期前発病免責等に該当しない場合、補償対
象となります。

（※ 2）�前回支払済の診断確定日から保険期間をまたいでいる場合でも、前回支払済の診断確定日から１年超を経過していない
場合は補償対象外です。

（７）その他普通保険約款・特約の主な改定

改 定 項 目 改 定 内 容

「オンライン診療」
「通院」の定義の変更

・�公的医療保険制度の医科診療報酬点数表から「オンライン診療料」が廃止されたこ
とに伴い、「オンライン診療」の定義を変更します。加えて、電話診療を含まない
ことを明確化します。なお、「オンライン診療」の実質的な範囲に変更はありませ
ん。
・�これに伴い、「通院」の定義において、同月内に複数回オンライン診療を受診した
場合で、公的医療保険制度上の「オンライン診療料」の算定が１回となる場合は、
１回の通院とみなす規定を削除します。これにより、同月内に複数回受診した場合
でもそれぞれを１回の通院とみなします。

契約時の年令誤りによる
無効規定の取消規定への変更

・�契約時に被保険者年令の告知を誤っており、当社の引受対象外であった場合に契約
を無効とする規定を、取消とする規定に変更します。

「みなし通院」の補償改定

・�実際に通院しない場合でも、傷害を被った部位を固定するためにギプス等の固定具
を常時装着した場合、通院したものとみなす取扱い（みなし通院）を行っておりま
したが、そのみなし通院における補償を以下の通り改定します。
・�ギプス等の定義を限定列挙とすることで明確化します。なお、本改定により「デゾー
固定（包帯）」「硬性コルセット」がギプス等の対象ではなくなります。
・�対象となるギプス等の装着部位に「顎骨・顎関節」を追加します。
・�固定部位が受傷部位である要件を削除し、直接受傷部位を固定していない場合で
も、対象となる部位を固定していれば「みなし通院」として取り扱います。

受託物賠償責任補償の
支払事由の明確化

・�受託物賠償責任補償特約について、支払要件を限定列挙するような以下の約款文言
を削除します。なお、補償範囲の変更はありません。

①��受託物が住宅内に保管されている間
②�受託物が被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理
されている間

ホールインワン・アルバトロス費用
補償特約における目撃要件の明確化

・�セルフプレー時のホールインワンまたはアルバトロスは原則支払対象外となります
が、被保険者・同伴競技者以外の第三者が目撃した場合に限り補償対象となりま
す。
・�この「目撃」の要件について、達成後にカップインしたボールを確認しただけの場
合を含まない旨を明確化します。
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株式会社 商 船 三 井　人事部 労政企画チーム
〒105－8688　東京都港区虎ノ門２－１－１　ＴＥＬ 03－3587－7011

●代理店・扱者　　　　　商船三井興産株式会社　保険事業部
東京都港区虎ノ門２丁目３番17号
フリーダイヤル　0120－853－370

●引受保険会社（幹事会社）三井住友海上火災保険株式会社　船舶航空営業部第三課
東京都千代田区神田駿河台４－６　御茶ノ水ソラシティ22階
ＴＥＬ  03－6877－5100
（非幹事会社）　東京海上日動火災保険株式会社

「事故の連絡」と「保険金請求」のお手続きができるWEBシステムです。

24時間365日
手続き可能

ケガの場合は、
「事故の連絡から
保険金請求」まで
完結※

※請求額30万円以下
　など所定の条件あり

病気や携行品・
生活用動産
の場合は、
「事故」の
連絡ができる

インターネット事故受付サービスのメリット

速い！ 便利！ かんたん！

スマートフォンでQRコード※

から簡単に手続きをスタート、
ガイドに従い入力するので
簡単。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

便利・
かんたん!

インターネット事故受付サービスのご案内

生活用動産

１回のWEB手続きで保険金請求
できます。
書類の郵送を待たずに、手続き
ができます。

速い！
QRコード※は
こちら

※所得の保険はインターネット事故受付サービス対象外のため、以下の通りご連絡をお願いします。
代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。

24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0120 － 2
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